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議案第８４号 川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基

準等に関する条例等の一部を改正する条例の

制定について 

 

１ 条例改正の背景 

（１）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正（令和７年内閣府令第１

０４号） 

（２）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正（令和８年内閣府令第３

号） 

（３）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正（令和８年内閣府令第１

０号） 

（４）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準の一部を改正する内閣府令の一部改正（令和８年内閣府令第１０号） 

 

２ 改正の主な内容 

（１）上記１（１）に伴い、家庭的保育事業等の設置者は、児童対象性暴力等を防止し、

及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するため、児童等対象業務

従事者に係る犯罪事実確認その他の必要な措置を講じなければならないこととするも

の 

（２）上記１（２）に伴い、満３歳以上限定小規模保育事業の設備及び職員の基準につい

ては、小規模保育事業所Ａ型における設備及び職員の基準と同様とすることとするも

の 

（３）上記１（３）に伴い、小規模保育事業所Ａ型等における保育士の数の算定に当たっ

ては、理学療法士等に該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者を、１

人に限り、保育士とみなすことができることとするもの 

（４）上記１（４）に伴い、小規模保育事業所Ａ型等における満３歳以上満４歳に満たな

い児童に対し保育を提供する保育士等の配置基準の規定に係る経過措置の期間（猶予

期間）を、令和１０年３月３１日までとするもの 

 

３ 施行期日 
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公布の日から施行。ただし、上記２（１）については、令和８年１２月２５日から施

行 
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川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例 ○川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例 

平成26年９月５日条例第35号 平成26年９月５日条例第35号

（最低基準の目的） （最低基準の目的） 

第２条 この条例で定める基準（以下「最低基準」という。）は、市長の監

督に属する家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児（満３歳に満た

ない者に限り、法第６条の３第９項第２号、同条第10項第２号、同条第11

項第２号若しくは同条第12項第２号の規定に基づき保育が必要と認められ

る児童であって満３歳以上のものについて保育を行う場合又は同条第10項

第３号の規定に基づき保育を必要とする児童であって満３歳以上のものに

ついて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。）（以下

「利用乳幼児」という。）が、明るく衛生的な環境において、素養があり、

かつ、適切な訓練を受けた職員（家庭的保育事業等を行う事業所（以下「家

庭的保育事業所等」という。）の管理者を含む。以下同じ。）が保育を提

供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものと

する。 

第２条 この条例で定める基準（以下「最低基準」という。）は、市長の監

督に属する家庭的保育事業等を利用している乳児又は幼児（満３歳に満た

ない者に限り、法第６条の３第９項第２号、同条第10項第２号、同条第11

項第２号又は同条第12項第２号の規定に基づき保育が必要と認められる児

童であって満３歳以上のものについて保育を行う場合           

                                  

          にあっては、当該児童を含む。以下同じ。）（以下

「利用乳幼児」という。）が、明るく衛生的な環境において、素養があり、

かつ、適切な訓練を受けた職員（家庭的保育事業等を行う事業所（以下「家

庭的保育事業所等」という。）の管理者を含む。以下同じ。）が保育を提

供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものと

する。 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第８条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪

問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、第15条第１項及び第２

項、第16条第１項、第２項及び第４項、第17条、第18条第１項から第３項

まで、第23条第１項並びに第23条の３第２項において同じ。）は、利用乳

幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等によ

る保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本

法（平成18年法律第120号）第６条第１項に規定する法律に定める学校にお

いて行われる教育をいう。以下この条において同じ。）又は保育が継続的

に提供されるよう、次に掲げる事項（法第６条の３第10項第３号に掲げる

事業（以下「満３歳以上限定小規模保育事業」という。）を行う事業者（以

第８条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪

問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、第15条第１項及び第２

項、第16条第１項、第２項及び第４項、第17条、第18条第１項から第３項

まで、第23条第１項並びに第23条の３第２項において同じ。）は、利用乳

幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等によ

る保育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本

法（平成18年法律第120号）第６条第１項に規定する法律に定める学校にお

いて行われる教育をいう。以下この条において同じ。）又は保育が継続的

に提供されるよう、次に掲げる事項                  
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改正後 改正前 

下「満３歳以上限定小規模保育事業者」という。）にあっては、第１号及

び第２号に掲げる事項）に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こ

ども園（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。 

                                   

         に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども

園（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならない。 

(１) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切

な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の

内容に関する支援（次項において「保育内容支援」という。）を実施す

ること。 

(１) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切

な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の

内容に関する支援（次項において「保育内容支援」という。）を実施す

ること。 

(２) 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇

等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者

等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。）を提供

すること。 

(２) 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇

等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者

等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。）を提供

すること。 

(３) 当該家庭的保育事業者等（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。

第６項及び第７項において同じ。）により保育の提供を受けていた利用

乳幼児（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第46条に規定する

その他の乳児又は幼児に限る。第６項第１号において同じ。）を、当該

保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づ

き、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供する

こと。 

(３) 当該家庭的保育事業者等                                      

               により保育の提供を受けていた利用乳

幼児（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第46条に規定するそ

の他の乳児又は幼児に限る。第６項第１号において同じ。）を、当該保

育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、

引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供するこ

と。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全て

を満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすること

ができる。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全て

を満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすること

ができる。 

(１) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保するこ

と。 

(１) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保するこ

と。 

(２) 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 (２) 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう
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改正後 改正前 

にするための措置が講じられていること。 にするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小

規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる

事項に係る連携協力を行うものをいう。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小

規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる

事項に係る連携協力を行うものをいう。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のい

ずれかを満たすときは、第１項第２号の規定を適用しないこととすること

ができる。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のい

ずれかを満たすときは、第１項第２号の規定を適用しないこととすること

ができる。 

(１) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合に

は、次に掲げる要件の全てを満たすと市長が認めること。 

(１) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合に

は、次に掲げる要件の全てを満たすと市長が認めること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること。 

(２) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進

のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著

しく困難であること。 

(２) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進

のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著

しく困難であること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるものをいう。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるものをいう。 

(１) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次

号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において

代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

(１) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次

号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において

代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

(２) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を

勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認め

る者 

(２) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を

勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認め

る者 

６ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用し６ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用し
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改正後 改正前 

ないこととすることができる。 ないこととすることができる。 

(１) 市長が、法第24条第３項（法附則第73条第１項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）の規定による調整を行うに当たって、家庭

的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取

り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際し

て、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は

保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

(１) 市長が、法第24条第３項（法附則第73条第１項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）の規定による調整を行うに当たって、家庭

的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取

り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際し

て、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は

保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

(２) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除

く。）。 

(２) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除

く。）。 

７ 前項（第２号に係る部分に限る。）の場合において、家庭的保育事業者

等は、法第59条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員

が20人以上のものに限る。）又は満３歳以上限定小規模保育事業を行う事

業所であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

７ 前項（第２号に係る部分に限る。）の場合において、家庭的保育事業者

等は、法第59条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員

が20人以上のものに限る。）                     

  であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

(１) 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第59条の２第１項の

規定による助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３第12項に

規定する業務を目的とするものに限る。） 

(１) 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第59条の２第１項の

規定による助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３第12項に

規定する業務を目的とするものに限る。） 

(２) 法第６条の３第12項及び第39条第１項に規定する業務を目的とする

施設であって、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする

乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る市の補助を受けている

もの 

(２) 法第６条の３第12項及び第39条第１項に規定する業務を目的とする

施設であって、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする

乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る市の補助を受けている

もの 

（児童対象性暴力等の防止等）  

第14条 家庭的保育事業者等は、法第34条の16第４項において準用する法第

21条の５の18第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及

び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に

関する法律（令和６年法律第69号）第２条第２項に規定する児童対象性暴

力等をいう。以下この条において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力

第14条 削除 
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等が行われた場合に利用乳幼児を適切に保護するため、児童等対象業務従

事者（利用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び

閉鎖性のある環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）に係る犯

罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他

の必要な措置を講じなければならない。 

（運営規程） （運営規程） 

第19条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程を定めておかなければならない。 

第19条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程を定めておかなければならない。 

(１) 事業の目的及び運営の方針 (１) 事業の目的及び運営の方針 

(２) 提供する保育の内容 (２) 提供する保育の内容 

(３) 職員の職種、員数及び職務の内容 (３) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(４) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 (４) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

(５) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 (５) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

(６) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員（満３歳以上限定小規模保育事

業者にあっては、満３歳以上の幼児の利用定員） 

(６) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員               

                       

(７) 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に

当たっての留意事項 

(７) 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に

当たっての留意事項 

(８) 緊急時等における対応方法 (８) 緊急時等における対応方法 

(９) 非常災害対策 (９) 非常災害対策 

(10) 虐待等の防止のための措置に関する事項 (10) 虐待等の防止のための措置に関する事項 

(11) その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項 (11) その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項 

（小規模保育事業の区分） （小規模保育事業の区分） 

第30条 小規模保育事業は、小規模保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型（満

３歳以上限定小規模保育事業を除く。）及び小規模保育事業Ｃ型（満３歳

以上限定小規模保育事業を除く。）とする。 

第30条 小規模保育事業は、小規模保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型   

                   及び小規模保育事業Ｃ型     

                 とする。 

（職員） （職員） 

第32条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなけ

ればならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ａ型

第32条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなけ

ればならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ａ型
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又は第17条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事

業所Ａ型にあっては、調理員を置かないことができる。 

又は第17条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事

業所Ａ型にあっては、調理員を置かないことができる。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合

計数に１を加えた数以上とする。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合

計数に１を加えた数以上とする。 

(１) 乳児 おおむね３人につき１人 (１) 乳児 おおむね３人につき１人 

(２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人 (２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき１人（法第

６条の３第10項第２号又は第３号の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき１人（法第

６条の３第10項第２号     の規定に基づき受け入れる場合に限

る。次号において同じ。） 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 (４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所

Ａ型に勤務する保健師、看護師又は准看護師（以下「看護師等」という。）

を１人に限り、保育士とみなすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所

Ａ型に勤務する保健師、看護師又は准看護師のうちの             

１人に限り、保育士とみなすことができる。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業

所Ａ型に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学

校教育法（昭和22年法律第26号）の規定による大学（短期大学を除く。）

若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに

相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術

を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）

又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療

育の指導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれかに該

当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療

法士等」という。）を、１人に限り、保育士とみなすことができる。この

場合において、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小

規模保育事業所Ａ型の保育士（附則第８項又は第９項の規定により保育士

とみなされる者を除く。次項において同じ。）による支援を受けることが

できる体制を確保しなければならない。 

（新設） 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を（新設） 
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行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事

業所Ａ型の保育士（前項後段の規定による支援を行う保育士を除く。）に

よる支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

（職員） （職員） 

第35条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ｂ型」

という。）には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修

（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了

した者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置

かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業

所Ｂ型又は第17条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模

保育事業所Ｂ型にあっては、調理員を置かないことができる。 

第35条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所（以下「小規模保育事業所Ｂ型」

という。）には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修

（市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了

した者（次項において「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置

かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業

所Ｂ型又は第17条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模

保育事業所Ｂ型にあっては、調理員を置かないことができる。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 

(１) 乳児 おおむね３人につき１人 (１) 乳児 おおむね３人につき１人 

(２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人 (２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき１人（法第

６条の３第10項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号にお

いて同じ。） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき１人（法第

６条の３第10項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号にお

いて同じ。） 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 (４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所

Ｂ型に勤務する看護師等を１人に限り、保育士とみなすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所

Ｂ型に勤務する保健師、看護師又は准看護師のうちの１人に限り、保育士

とみなすことができる。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業

所Ｂ型に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすこと

ができる。この場合において、当該特定理学療法士等が保育を行うに当た

っては、当該小規模保育事業所Ｂ型の保育士による支援を受けることがで

きる体制を確保しなければならない。 

（新設） 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を（新設） 
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行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事

業所Ｂ型の保育士（前項後段の規定による支援を行う保育士を除く。）に

よる支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

（利用定員） （利用定員） 

第39条 小規模保育事業所Ｃ型は、法第６条の３第10項第１号の規定にかか

わらず、その利用定員を６人以上10人以下とする。 

第39条 小規模保育事業所Ｃ型は、法第６条の３第10項   の規定にかか

わらず、その利用定員を６人以上10人以下とする。 

（職員） （職員） 

第48条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置

かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所

内保育事業所又は第17条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する

保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

第48条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置

かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所

内保育事業所又は第17条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する

保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合

計数以上とする。ただし、１の保育所型事業所内保育事業所につき２人を

下回ってはならない。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合

計数以上とする。ただし、１の保育所型事業所内保育事業所につき２人を

下回ってはならない。 

(１) 乳児 おおむね３人につき１人 (１) 乳児 おおむね３人につき１人 

(２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人 (２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき１人（法第

６条の３第12項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号にお

いて同じ。） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき１人（法第

６条の３第12項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号にお

いて同じ。） 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 (４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内

保育事業所に勤務する看護師等を１人に限り、保育士とみなすことができ

る。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内

保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師のうち１人に限り、保

育士とみなすことができる。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所

内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみな

すことができる。この場合において、当該特定理学療法士等が保育を行う

に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所の保育士（附則第８項又

は第９項の規定により保育士とみなされる者を除く。次項において同じ。）

（新設） 
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による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を

行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業

所内保育事業所の保育士（前項後段の規定による支援を行う保育士を除

く。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

（新設） 

（職員） （職員） 

第51条 事業所内保育事業（利用定員が19人以下のものに限る。次条におい

て「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業所（以下この条及

び次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。）には、保育士

その他保育に従事する職員として市長が行う研修（市長が指定する都道府

県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（次項において「保

育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただ

し、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第17条第

１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業

所にあっては、調理員を置かないことができる。 

第51条 事業所内保育事業（利用定員が19人以下のものに限る。次条におい

て「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業所（以下この条及

び次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。）には、保育士

その他保育に従事する職員として市長が行う研修（市長が指定する都道府

県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（次項において「保

育従事者」という。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただ

し、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第17条第

１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業

所にあっては、調理員を置かないことができる。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

の合計数に１を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 

(１) 乳児 おおむね３人につき１人 (１) 乳児 おおむね３人につき１人 

(２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人 (２) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき１人（法第

６条の３第10項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号にお

いて同じ。） 

(３) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき１人（法第

６条の３第10項第２号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号にお

いて同じ。） 

(４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 (４) 満４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内

保育事業所に勤務する看護師等を１人に限り、保育士とみなすことができ

る。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内

保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師のうち１人に限り、保

育士とみなすことができる。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所

内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみな

（新設） 
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すことができる。この場合において、当該特定理学療法士等が保育を行う

に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所の保育士による支援を受

けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を

行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業

所内保育事業所の保育士（前項後段の規定による支援を行う保育士を除

く。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

（新設） 

（準用） （準用） 

第52条 第27条から第29条まで及び第31条の規定は、小規模型事業所内保育

事業について準用する。この場合において、第27条中「家庭的保育事業を

行う者（次条及び第29条において「家庭的保育事業者」という。）」とあ

るのは「小規模型事業所内保育事業を行う者（第52条において準用する次

条及び第29条において「小規模型事業所内保育事業者」という。）」と、

第28条及び第29条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内

保育事業者」と、第31条中「小規模保育事業所Ａ型」とあるのは「小規模

型事業所内保育事業所」と、同条第１号中「調理設備」とあるのは「調理

設備（当該小規模型事業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主が

事業場に附属して設置する炊事場を含む。第４号において同じ。）」   

                                 

とする。 

第52条 第27条から第29条まで及び第31条の規定は、小規模型事業所内保育

事業について準用する。この場合において、第27条中「家庭的保育事業を

行う者（次条及び第29条において「家庭的保育事業者」という。）」とあ

るのは「小規模型事業所内保育事業を行う者（第52条において準用する次

条及び第29条において「小規模型事業所内保育事業者」という。）」と、

第28条及び第29条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内

保育事業者」と、第31条中「小規模保育事業所Ａ型」とあるのは「小規模

型事業所内保育事業所」と、同条第１号中「調理設備」とあるのは「調理

設備（当該小規模型事業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主が

事業場に附属して設置する炊事場を含む。第４号において同じ。）」と、

同条第４号中「次号」とあるのは「第52条において準用する第31条第５号」

とする。 

附 則 附 則 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

４ 家庭的保育事業者等（満３歳以上限定小規模保育事業者及び特例保育所

型事業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であっ

て、子ども・子育て支援法第59条第４号に規定する事業による支援その他

の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第８条第１

項の規定にかかわらず、施行日から起算して15年を経過する日までの間、

連携施設の確保をしないことができる。 

４ 家庭的保育事業者等（                 特例保育所

型事業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であっ

て、子ども・子育て支援法第59条第４号に規定する事業による支援その他

の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第８条第１

項の規定にかかわらず、施行日から起算して15年を経過する日までの間、

連携施設の確保をしないことができる。 
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（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係

る特例） 

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係

る特例） 

７ 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子育て支

援法第27条第１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等（満

３歳以上限定小規模保育事業を除く。）が不足していることに鑑み、当分

の間、第32条第２項各号又は第48条第２項各号に定める数の合計数が１と

なるときは、第32条第２項又は第48条第２項に規定する保育士の数は１人

以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が１人となると

きは、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長

が認める者を置かなければならない。 

７ 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園（子ども・子育て支

援法第27条第１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等  

                が不足していることに鑑み、当分の間、

第32条第２項各号又は第48条第２項各号に定める数の合計数が１となると

きは、第32条第２項又は第48条第２項に規定する保育士の数は１人以上と

することができる。ただし、配置される保育士の数が１人となるときは、

当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認め

る者を置かなければならない。 

10 前２項の規定を適用するときは、保育士（              

       第32条第３項若しくは第４項、第48条第３項若しくは第４

項又は前２項の規定により保育士とみなされる者を除く。）を、同項の規

定の適用がないものとした場合の第32条第２項又は第48条第２項の規定に

より算定される保育士の数の３分の２以上、置かなければならない。 

10 前２項の規定を適用するときは、保育士（法第18条の18第１項の登録を

受けた者をいい、第32条第３項若しくは     第48条第３項     

 又は前２項の規定により保育士とみなされる者を除く。）を、保育士の

数（前２項の規定の適用がないとした場合の第32条第２項又は第48条第２

項の規定により算定した数をいう。）の３分の２以上、置かなければなら

ない。 

附 則（令和６年６月28日条例第53号） 附 則（令和６年６月28日条例第53号） 

（経過措置） （経過措置） 

２ 保育士（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第18条の29に規定する地域

限定保育士及び児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）

附則第15条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附

則第12条の規定による改正前の国家戦略特別区域法（平成25年法律第107

号）第12条の５第２項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以

下同じ。）及び保育従事者（改正後の条例第35条第１項及び第51条第１項

に規定する保育従事者をいう。以下同じ。）の配置の状況に鑑み、保育の

提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、令和10年３月31日までの間、同

条例第32条第２項、第35条第２項、第48条第２項及び第51条第２項の規定

（満３歳以上満４歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士及び保育

２ 保育士並びに                             

                                  

                                  

                                     

                                  

          改正後の条例第35条第１項及び第51条第１項に規定

する保育従事者          の配置の状況に鑑み、保育の提供に

支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、同条例第32条第２項、第35

条第２項、第48条第２項及び第51条第２項の規定                       
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従事者の数に係る部分に限る。）は、適用しない。この場合において、改

正前の条例第32条第２項、第35条第２項、第48条第２項及び第51条第２項

の規定（満３歳以上満４歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士及

び保育従事者の数に係る部分に限る。）は、この条例の施行の日以後にお

いても、なおその効力を有する。 

は、適用しない。この場合において、改正前の条例第32条第２項、第35条

第２項、第48条第２項及び第51条第２項の規定                                    

                                  

     は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有す

る。 

３ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼす

おそれがあるときは、当分の間、改正後の条例第32条第２項、第35条第２

項、第48条第２項及び第51条第２項の規定（満４歳以上の児童に対し保育

を提供する保育士及び保育従事者の数に係る部分に限る。）は、適用しな

い。この場合において、改正前の条例第32条第２項、第35条第２項、第48

条第２項及び第51条第２項の規定（満４歳以上の児童に対し保育を提供す

る保育士及び保育従事者の数に係る部分に限る。）は、この条例の施行の

日以後においても、なおその効力を有する。 

（新設） 
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